
 

Instructions for use

Title ソビエト義務教育の成立史について

Author(s) 所, 伸一

Citation 北海道大學教育學部紀要, 80, 235-250

Issue Date 2000-03

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/29618

Type bulletin (article)

File Information 80_P235-250.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


235 

ソビエト義務教青の成立史について

所伸

はじめに

小稿は rソビエト教育」制震が形成されたと考えられる時代の「義務教育」政策に絞ってそ

の経緯を検討し，これによって，ソビエト制度の本鷺の一端をとらえようとする試みである。

さて，このソビエト期ロシアの義務教育について，従来の理解はどうであったか。まず， B 

本の状況を取り上げるべきかと思われる。

笹島勇次郎は， í't世界教育史大系 28 義務教育史~ (講談社， 1977年刊)中の「社会主義革命期

におけるソ連の義務教育Jにおいて， 19世紀のウシンスキー， トルストイらの学校義務化の否

定の思想、をロシアの伝統であるとする独自な把握から審きおこし， 1925年8月の「全員初等教

育の導入及び学校網の構築についてJ のロシア共和国政府布告を取り上げて，ここには一律義

務化の志向が存在しなかった，それは伝統の思考によるものであった，と結論した。笹島は次

いで，初等義務教育導入の r1930年決定」を取り上げて，これが義務教育を親の義務と規定し

た点に注意を促し，明言はしないが，ソビエト・ロシアも「普通の国J ないし後進留としての

あり方を歩んだのだという摩史理解を抱いていることを示唆した。この 2点に当時までのソ連

文献の公式評価から抜け出ようとする笹島の苦心の跡をうかがうことができた。しかし，笹島

は1930年の「決定Jにおいて党中央委決定と連邦ソビエト決定を同一視するなど，ごく初歩的

なミスをおかしていた。スターリン派は，すでに教育人民委員のルナチヤーノレスキーを含むブ

ハーリン派を追い落とした(1929年)とはいえ，また，ボリシェヴィキ党はその後，国家化し

たことは周知の通りだとしても，まだこの頃 1930年には確圏とした文教政策方針をもっていた

わけではなかった。我々がソ連崩壊後の今日でも，中央の党とナルコムプロス等ソピエト機関

や地方権力の態度を区別しながら，教育制度の形成を追跡する必要があると考えるゆえんであ

る。また，笹島の解釈の前段一一倍統の思考による は， 1920年代当時の実状をふまえて書

かれるべきところを，作業をはぶいて埋め合わせるための宮葉と思われたのであった。より実

態に近いところは，小稿の展開の中で明らかにされるであろう。

もう一つの先行論文は，山口喬の『講~・公教育体系②公教育の摩史~ (教育開発研究所， 1988 

年刊)中の 1章 r現代社会主義国家と公教育一一ソ連jである。山口は 1925年布告と 1930年

党決定を取り上げた。しかし，山口は歴史描写の貴重な機会にもかかわらず，それらに対して

歴史的評価を下しておらず，この点で，開論文は，当時のソ連の公式解釈から抜け出ょうとす

る努力において笹島論文より後退と思われた。

以上の 2論文は共に， 1925年と 1930年の 2つの政策の関係については不問にしたままであ

り，また，そうした理解の原国でもあろうと察せられるのであるが，それら 2つの政策の中聞

に位寵する 1927年の義務教育の地域的導入に関する人民委員会議決定を見逃していた。カラ

リョーフらの 1961年刊のソビエト学校史の通史や 1974年刊の教育史資料集その地によってこ

れらの基本文書には比較的審易にアクセスできるようになっていたにもかかわらず，である。

ソビエト義務教育にかんする我が国の理解状況は以上のようであったが，そのはざまの時期，
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筆者は，ペレストロイカ前のソ連現地観察の経験に基づくロシア教育研究の課題意識を，次の

ように書いたことがある。すなわち，ロシアに社会主義の華やかな教背理念の実現史を追うよ

りも，むしろ「現代社会にほぼ共通する学校制度の幹が後進罷のロシアにプロレタリア政権下

で形成される過程を追求する}l)，と。ここにはいささか舌足らずでかつ一面的強調が含まれて

いるが，それは，ソ連の教育生活を観察したことによって，かの地ではポリテブニズムに代表

される社会主義的教育の要素が失われているばかりか学校普及留に共通の教育病理さえ露呈し

ていることを知り，この起糠を「普通のJ 学校史にたどろうとするテ…マに行き着いた気負い

を述べたのものであった。

こうした中で，英語圏の教育学からするソビエト教育研究のうちに，ソ連の事態をうまく説

明できそうな見解が見出されて行った。マカレンコ研究から出発したオーストラリアの教育学

者，ジェームス・ボウエンが大著 r西洋教育史』の第3巻「近代西欧と新世界」において，初

期のソ連を社会主義的啓蒙の実験関として取り上げるとともに，教育実験を打ち切り伝統の教

科教育・一斉授業方式の学校に転じた 1930年代の変化をスターリンによる理想の修正，および

「ブルジョア匝帰 (bourgeoisreturn) J と名付けて iたとえ階級区別は今や特権的な生まれだ

けでなく能力にも基礎を翠くべきという程であるにしろ，ソビエト連邦は，フ‘ルジョア・シス

テムに震ったoJi機会と業績の不平等をいまだ特徴とする，階級社会にとどまり J i新しい社会

は階層化社会にとどまった。」と結論していた{九これは銘記すべき見解だと思われるのである。

小考のテーマに戻り，今世紀のロシアの義務学校教育について，私は次のように仮説する。

すなわち，この 1930年前後，ソビエト指導者たちは，革命初期の理念にたとえ妥協を加えたと

しても，この地域の遅れに遅れた宿題である義務教育制度の導入を果たすことは必須と見なし

ていた。それは，彼らが，戦争前夜という危機認識の下で，先進留に追いつき，各爵に互して

ゆくために(この点は，クループスカヤやブロンスキーたちも共有するに主った)，近代化(主

に伝統主義の社会と訣別し工業化を自指すという意味で)と国民統合の手段(3)のーっとして義

務教育制度を緊急に確立しなければならないと考えたからである。この課題を， f伽こ代わる政

治指導集団が不在の下で，スターリンのロシア共産党がその社会・文化環境に却したやり方で

先導しは)，解決したのである。

20世紀末の現在，教育学には，酉欧に起源を持つ義務的学校教育制度の成立及び、世界各麗へ

の普及の歴史的経緯・影響の総括と，この制度を止揚する方途の明示，という課題が諜せられ

ている。われわれはこの研究地王子から寄っても，ソビエト期ロシアの教育経験について，総括

しなければならない。

第 1重量 ネップ(新経済政策)時代の後期における段階的義務教育導入案への転換

第 1節悲惨な就学状況

始めに，この時代のロシアの子供の就学状況はどうであったか克ておこう。 1927/28学年度

において，ロシア共和国における児童の学校包接(OXBaT)率は， 8 -14歳児で 46.1%，8-11 

歳児で 56%，12-14歳児で 36.7% であった。また，生徒の社会的出身階級の内訳を見れば，

同年度のロシアの工業地区における学校生徒に占める労働者の子供の割合は， 5年生で 34%，

6年生で 28.7%， 7年生で23.7%，8年生で 18.6%， 9年生で 16.2%であった{九

ロシアの民衆学校とくに農村部の学校では，かなり高い率で中途退学が見られた。このため，

農村の学校における子供 1人あたり平均在学年数は 2.4から 2.6年に過ぎなかった。この程度
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の在学実態では非識字の再発はごく日常的なことであった。また他方，在学し続けている場合

にも，大霊の留年現象に見舞われていた。それは 20-25%にも達していた。中退者と留年者は

パトラーク(日麗い農民)と貧しい農民の子供にもっとも多かった(九

このような就学状況では社会の近代化とくに工業化のために必要な国民の基礎訓練が不足で

あることは明自であったし，また，このことはボリシェヴィキ党の権力の学校教育分野におけ

る社会的，政治的な基盤の弱さを改めて示していた。

第 2節 段階的・地域的な義務制導入方針への転換

十月革命以後の過酷な経済的現実の下，革命初期の原知を一時棚上げにして， 1923年以降は

普通学校の義務制と無償制を基本規程から削除さえしたままであったが，もう一度，普遍的な

義務教育を志向した政策が，可能な条件を冷静に見据えるなかから， 1925年に打ち出されてい

Tこ。

1925年8月の全ロシア中執・ロシア共和国人民委員会議の布告「ロシア共和国への全員初等

教育の導入及び学校網の構築についてJは，第 1条において rまず始めに全員教育は，これが

地方予算と学校網，住民密度の状態からみて可能な州、!と県で実施されなければならない。十丹

革命 10閤年までに，任意出席制 ClJ，06POBOJIbHOenOCemeH配〕を条件としつつ，第 1段学校の就

学しやすさが保障されるように，措龍を取らなければならない。」とうたうとともに，この規定

の「注J として r地方，州，県の執行委員会に対して，学校網の展開に応じて，第 l条で定め

た10屑年の期限以前であっても第 1段学校の義務出席制に関する決定を PCφCP教育人民委

員部と協議の上で公布する権利が与えられるりと但し書きを付した{η。

このように，就学を全児童に義務化することについては，まだ慎重であった。

ロシア政府は，あわせて，市場経済下の社会基盤安定化のための措寵を追求した。とりわけ

貧農層に対する就学促進策として， 1923年に導入していた第 I段学校(小学校の該当)の有料

制を農村部において全廃につとめるとともに，さらに，第 1段学校の貧農の児童・生徒に対す

る教科書と参考書の支給 (1926.8.11.ロシア人民委員会議布告)その他の措置を講じていた(8)。

こうした方針の一環として，政府は， 1927年4月22日， rpCφCPにおける全員義務初等教

育の導入手続きについてJ (ロシア人民委員会議決定)を採択した。主な命題を引いておこう。

rl.党童の第 1段学校出席の義務制に関する決定は，地方(Kpa詰)，チ"'1，県の執行委員会及び

自治共和国人民委員会議によって公布される。決定は，それぞれの執行委員会，市ソビエトお

よび労働者居住区ソビエトが代表権をもっ偲々の管区，郡，地区，郷，市，労働者居住区につ

いて有効とされることができる。

2.児童の第 1段学校出時の義務制に関する上述の決定は，次の要件を満たす場合にのみ公

布されることができる。

a)学校の建物…く略〉…に学校年齢の全児童のための席が存在すること。その建物におい

て二部以内の交響で授業実施が可能なこと。

b)すべての学校に教員を確保していること……。

c)教員に法律で定められた額を下回らない給与の支払。

d)学校に必要な資金の確保。

e)児童に教科書と部読本の無償支給。

f)当該地域の最も貧簡な住民の子供に学校出席を実際に保障すること。」
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，-3.教育の義務制は第 1年は 8歳の児童のみに対して定められる。……J

，-4.子供を就学させる義務は，子供を扶養し立つこの決定の効力が及ぶ地域に居住する，す

べての市民に課せられる。」

，-5.子供を扶養する親…は，子供を第 I段学校に就学させることを拒否した場合，しかるべ

く定めた手続きにより，行政責任を関われる」。

6.義務の免除(略)0 (9) 

この決定には，-すべての市民の義務J ，-地域の最も貧国な住民の子供への保障」という規定，

政府決定という政策手法，法律としての整った体裁，等が見られる。これらの点に，この新経

済政策時代の社会的・文化的プルラリズムの存在，そしてナルコムプロス主流派における啓蒙

主義の精神の影響とボリシェヴィキ党の政治的な支持基盤の弱さとによる，慎重な対応、をうか

がうことができた。これはまた，ナルコムプロスの理念を国難な現実に合わせて修正したパー

ジョンということができた。

第 2章 文化革命期の混乱した義務教背政策 (1928 年春~)

1927年 12丹の全ロシア共産党第 15回大会はトローツキーとジノーヴィエブらの合開反対

派を最終的に排除し，これによりスターリン主流派は党内勢力の支配を前進させた。ロシアの

工業社会化構想としての「第一次 5カ年計画」もここで採択した。それは「社会主義工業化」

「農業集司化」とともに「文化革命」を柱としていた。

スターリンは 1928年 S月訪日，全ソ・コムソモール第 8部大会で演説し，-青年は科学を習

得しなければならない」と呼びかげた。ここで彼は，先進国へのキャッチ・アップをめざす基

本姿勢と新しい要員の必要とを次のように諮った。「知識を持つためには，学ばなければならな

い。ねばり強く，がまん強く学ばなければならないり「われわれにいま必要なのは，…ポリシェ

ヴィキ出身の…新しい要員である。これなしには，急テンポのわが慣の社会主義建設などとい

うことは問題にもならない。これなしには，われわれが先進資本主義諸国に追いつき，追い越

すなどということは，問題にもならないJ，と (10)。それと陪時に彼はコムソモール員に向かつて，

「科学や文化的な人たちに対する，野蛮な態度をJ止めること，突撃や奇襲によって敵の陣地を

奪い取ることができた園内戦の時代との違いをわきまえることも呼びかけた(11)

スターリンの「ー盟社会主義」構想、は 1924年から 26年にかけて形成され，ソ連はそれ以来

ナショナリズムに領斜した開発路線を模索してきたが，ここにおいて，スターリン派は，さら

に踏み込んで，その路線を明確にしたのマあった。学校教育の政策，とりわけ義務教育の推進

も，この路線から追求されたのである。

第 1節 教事響機会をめぐる 2商政策

(1) 階級闘争激化策としての文化事命

1928 年 5 月 30 日~6 月 4 日，党中央委は，嬬動・ -文化建設問題全ソ会議を開いた。こ

の会議で党関動宜信部長アレクサンドル・クリニーツキーは，-文化革命」を王子和的文化発展と

みる見解は「日常生活，学校，芸術，科学の分野における階級敵とのプロレタリアートの苛烈

な闘争を見ないJ ，-皮革命的な見解」だと宣言し，新しい文化革命概念を打ち出した{叫。

この戦関的な文化革命概念は， il室前のスターリン演説の線とは矛盾するように見える。しか
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し，これらはどちらも党指導部の苦説上の事実であった。これらはこの時期の種々の分野に波

及した(問。そして教育の分野も異ならなかった。

教育機会については，階級髄争を激化させる段階に入ると，党の方針に沿って，その策とし

て次のような各種措置がとられた。まず，政府は，授業料支払に関する免除特典をオールド・

ボリシェヴ、イキ協会の会員への拡大適用 (1928.2.16. ロシア中執・人民委員会議決定)，及び，

rl日赤色パルチザン及び、その子供」の授業料免除(1928.5.30. ロシア中執・人民委員会議決定)

を決定した(14)。また，教育人民委員部の段暗においては，パトラーク農のための補習授業の実

施(1928.3.20.教育人民委員部・職業教育総管理局決定)，及び，宗教を崇拝する勤務員から

の授業料の徴収(1928.6.5.教育人民委員部組織・計踊局決定)を決定していった(15)。

(2) rブルジョア」子弟への教育機会「対等」北

しかしその一方で，党は，知識人・技術者罵の獲得のために，かつて自らかかげた，労農「階

級{憂先」策を，つまり，その実態としての「フツレジョア知識人・官僚」の子弟の形式上の教育

機会制限を，徐々に撤回してゆかねばならなかった。このための異体的措讃には以下のものが

あった。すなわち，政府は r国家機関と閤有企業で働いている専門家の子供の大学入学時にお

ける労働者の子供との平等な取扱」を決める (1926.7.10. ロシア共和国人民委員会議布告)(附

。これが， 2年後， 1928年 8月 11日の教育人民委員部・社会教育総管理局の決定により，大学

のみから 1段学校・ 2段学校における適用にも拡大される。さらに，教育機関入学に関して

「文学活動従事者・美術家・彫刻家とその子供，及び研究従事者の子供に，労働者及び労働者の

子供との問権を付与することJ を決めるのである (1927.9.30. ソ連邦人民委員会議決定)(1九

これらは，もちろん，入学許可時にそれまでの学校成績を優位においた考議への移行を意味し

7こ。

以上のように，一部は 1928年5月のスターリン演説の前夜から，ソビエト政府は，知識の獲

得のために，労働者・農民子弟への傾斜措置という教育分野の階級闘争化と何時に，技術知識

要員の獲得のための教育機会の「対等化J (npl1paBHeHl1e)という，相矛盾する措置に訴えていた

のであった。このことをはっきりと確認しておかねばならない。

(3) プロレタリアと「貧農」の子供の学校動員

そして 1929年に入ると，さらに攻勢的に r生徒の社会的構成の改善」の措置を強化した。

これはこの年の春からの反宗教関争の展開，この年後半からの農業集団化の激化と平行してい

た。これは「階級闘争化」策の具体化と雷えるものだ、った。この「社会的構成の改善」のため

の措置は次のようなものであった。

「小学校第 1学級入学準備のための労働者と貧農の子供に対する特別授業の組織に関する決

定J (1929.3.21 ロシア教育人民委員部参与会)0 (18) 

「貧農の子供の就学準備の活動』こ師範科をもっ第 2段学校(中等学校)を参加させる決定J

(1929.4.7 ロシア教育人民委員部・社会教育総管理局)0 (19) 

「労働者と貧農の子供の第 1段学校就学前の準備活動の学級の組織に鮪範系諸学校の参加に

関する決定J (1929.4.11 ロシア教育人民委員部・職業教育総管理局決定)(則。学習レディネス

に関する保障措置とも言える，この準備学級はのちに「ゼロ学級J と通称され，さらに拡大が

られた(決定「ゼロ学級の設置についてJ (1929.8.16 ロシア教育人民委員部社会教育総管
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理局)0 (21) 

このように，労働者・貧農騒の子供の就学および落第閉止の対策には，かなりの努力が傾け

られたのであった。しかし政策理念と実践はなかなか一致しなかった。

第 2節生徒の「社会的構成の改善J

以上のような政策は，教育現場に混乱をまねいていた。「行き過ぎ」がひんぱんに発生してい

た。

1929年2月，州・地方国民教育部長の全ロシア会議 (2.15"-'21)の期間中に，そこでのクルー

プスカヤ発言の要旨が『教員新開~1929年2月 17日付に掲載された。彼女は，多くの所で身分

的，中世的な見地が見受けられる，しかし rわれわれと異なる分子の子供を教育し直すことが

必要なのであって，彼らを r父の過ち』を理由に学校から追放することではない。」と書いたの

だが，この指摘は大きな反響を招いた。そこでクループスカヤは(1929.3.18付A.シチューキ

ン宛書簡)真意を書き，食農・中農の子供が学校から退学してゆく現状を問題にした rまず

第一に，どこでも，古い体制の下で薬味におとしめられていた親たちの子供を受け入れなけれ

ばならない。しかしプロレタリア掴家が住民の一部〔つまり富裕な階層…引用者〕はずうっと

蒙昧に置かれるだろうなどど決して宜雷することのないように。…」と(問。

つまり，彼女のこの書簡の主旨は，意識的に一部の社会閣の子供を排除することなどはして

はならないというものであった。しかし，各地の学校現場では「異なる分子」を排除すること

によって「生徒構成の改善」の命令を実行するケースが広くみられたのである。

かくして，教育人民委員部から公式に下された決定 r社会教育系諸学校の生徒の社会的構成

の改善についてJ (1929.4.18 開参与会の決定)は，次のように指摘したのであった。

「社会教育系の学校において生徒を，すなわち非勤労住民，聖職者，公民権喪失者の子供を，

ノfージ〔四CTKa)することは許されないと教育人民委員ノレナチャ…ルスキー同志その他教育人民

委員部の責任者が印刷物においても，大会や代表者会議，会議においても再三発書しているに

も拘らず，また，教脊人民委員部の該当する指令が存在するにも拘らず，この数カ月のあいだ，

第2段学校から，さらには第 1段学校からさえ，彼らが非勤労住民の子供である，聖職者の子

供である，選挙権を斜奪された者等の子供であるというだけの理由で，生徒を排除する動きの

まりが見受けられる。」側

これは，上からの「階級的構成の改善」カンパニヤの中で，行政の中間機関にも末端現場に

も，官僚主義的な対応、が現れたものであった。

上の 1929年2月の全ロシア地方国民教育部長会議では，行政指導のあり方が論議されてい

た。地方の代表からは，中央の強い指導性を求めて r全連邦的な教育人民委員部」を設置せよ

という声も上がっていた(2九また，それと軌をーにするが，ルナチャノレスキー指導部に代表さ

れる，十月革命以来の教育理念への疑問も現れ始めていた。

かくして，文化革命の嵐の雰囲気の中で，現場における「行き過ぎ」の実践は，止むことが

なかった。

第 3節 地方ごとの就学義務化の導入と鶴則措置の採用

1927年4月の義務制施行の政府決定は，このような矛盾に満ちた社会状況の中，各地で徐々
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に導入されていた。たとえば， 1928年8月にはヤロスラーヴリ県ルイピンスク地底で8歳児の

全員義務初等教育が施行されると報道され(間， 12丹には，イワーノヴォ・ヴ、ォズネセンスクで

県内の全市と労働者居住地底で全員義務教育が施行されたと報道されている(問。明けて 1929

年の 1月にはヴィヤートカで荷市と 5つの郡庁市で義務全員初等教育の施行と報じられ(27)， 8 

月末にはそスクワ県執行委員会総会が 1932/33年度に義務初等教育の州内における施行を完

遂することを決議， とイ云えられた(28)。

さらに，この 1929年9月にはベロルーシが連邦共和国として初めて，新学年度から初等義務

教育を施行したとイ云えてきた(29)。

まさに，このように義務就学が地域ごとに施行されている時に，子供を就学させない親に対

する罰金規定が公式に打ち出された。

この決定，つまり， 1929年 10月 10日付の「学校に子供を行かせない親に対して取られるべ

き措置についてJ (ロシア教育人民委員部社会教育総管理局決定。金調民教育部宛)は全文，次

のようなものであった。

「第 1段学校の義務出席制が導入された若干の地域で，自分の子供を学校へやらない親に対し

てどういう働きかけの措置を取るべきかという問題が生じた。

その結果，教育人民委員部は，自分の子供の学校出席を妨げている関親及び物的な保障を行っ

ている後見人に対しては，罰金(.l¥eHe)l{HbleWTpaやbIJ措援を取り得るものであることを明らか

にする。

罰金の額は， 1'1'1，地方，管区間民教育部の申請に沿って地方執行委員会によって承認される

ことができる。罰金によって得られた資金は貧困児童援助の基金に入れられる。

貧困な関親と後見人(収入が少なし子供が多い労働者，失業者，ごく貧しい農民)に関し

ては，教育的な性格の措置を取らねばならない。すなわち，労組の組織，委員会を通じた，

民には農民互助会を通じた，働きかけ，学校へ子供を行かせない両親の姓の公表，等の措龍を

取らねばならない。またいくつかの場合には学校の必要のための強制的労働 (npHHY.l¥HTeJIbHble

pa60TbJ]の措讃も取らねばならない。

子供を学校へ送らない悪質な場合(裕福なクスターリ家族にしばしば見られる，児童労働の

搾取の場合。物質的に恵まれた両親が，罰金を取られるにも拘らず，なお家庭で宗教教育を施

しつつ，子供を学校にやらない場合)に関して言えば，子供の学校出席の妨害は，法に沿わな

い親権行使(HenpaBOMepHoeOCYllI，eCTBJIeHHeJと見なされうるものであり，これは，結婚，家族，

後見に関する法典第 33条と第 46条に照らして法廷が子供を両親から取り上げること及び，子

供の養育に必要な額を徴収した上で後見の機関に送ることができるのである。

このような措置が，他にいかなる播置も助けとならない時の特別な場合のみに取られなけれ

ばならないことはもちろんである。

教育人民委員代理 M.エプシテーイン。

社会教育総管理局長代理コロスコ…ブJo(問

一般学校教育の担当部局のこの決定には，少なくともルナチヤールスキー在任時までとは明

確に異なった，厳しい対応がうかがえる。 1928年5丹以降は階級対立を，すなわち親への対応、

に区別を前提した文化事命が進められたのであったが，無差別にすべての子供の親に対する，

その適用は，この 1929年決定において璃矢となした。
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このような姿勢転換は，文教領域の政治姿勢の転換によるものであった。それは，党・ソビ

エト機構の「点検と粛正」の波が国民教育の機構に及んだものであった(1929年後半から 30年

始め)。その一環で，教育人民委員の文人ルナチャルースキーから党実務者アンドレイ・ブーブ

ノフへの交代(1929年 9月)も行われたのであった(3九

その交代に先立つて， 1929年 8月5日，党中央委は r国民教育の指導的職員(カ…ドル)に

ついてj決定を採択し r現下，留民教育の指導的職員には，党の政治活動全体との密接な連携

に基づいて盟民教育機関の活動方法の早急の転換と立て直しを達成する責任ある任務が課せら

れている」。由民教育機関の中のごく重要な環においてコムニスト勢力が確保されておらず，及

び「異分子 chuzhdyeelementyに汚されている場合さえ多いJ として，そうした分子を「粛正

(パージ)するjことを要求し(m，また，教育機関の種々のポジションに工場労働者とコムソモー

ル員を任命するよう要求した。それ以前から始まっていたプロセスの中でナルコムプロス参与

会は，問委員部の中央機構職員を約 10パーセントほど解雇した(33)。このパージによってナルコ

ムプロス内部では，文化革命と関連した政策を進める者たちが昇進することになった(34)。

こうした機構の再編は，ただちに地方権力の姿勢に影響を及ぼした。この年 12丹，中央国土

チH(オリョール，クールスク，ヴォローネシュ照を含む)における，非識字一捕の人民委員会

議布告 10周年を記念するr1929年 12月初日以降の州における全員義務初等教育の施行，及び、

2年以内の非識字完全一掃に関する州執行委員会決定」の場合は，次のような規定をうたうも

のとなった。

「第3項.学齢児を扶養する市民は，並びに養育施設及び団体の責任者は， 8歳の子供を義務

的手続きにおいて学校に就学させなければならない。」

「第 7噴.本義務決定第 3項において指定された者は，第 l段学校に子供を就学させることを

拒否の場合，並びに子供が定期的に及び規則正しく通学することの監督を欠いた場合，行政手

続きによって以下の罰金を諜せられる。市及び市街型集落では 50ループリ以下もしくは 15日

以下の強制労働。村地域では 10ループリ以下の罰金もしくは 10日以下の強制労(動。}35)

こうして，就学の全員義務化に伴う罰則手続きは整備されつつ，全国化して行くのであった。

第 3重量 F党の戦闘任務」としての全員義務教育の実現指令

第 1節 よからの優先「カンパニアJ の援起 (1930.7党決定)

別名，富農撲滅の大会，全面的集団化の大会とも呼ばれた 1930年6月の第 16思党大会は，

全員義務教育の実現を「文化革命の前提」と意義づけるとともに，これを「党の戦間任務」で

あると軍事用語で表現した。スターリンは，報告の中で，その成功裡の実現は「文化戦総のみ

ならず，政治戦線と経済戦線にとっても最大級の勝利となる」と雷い 2つの領域の重大性に

放ぶものと見なしているところを示そうとした。

これを受けて，党中央委は 7月 25日，決定「全員義務初等教育について」を採択した。決定

は， 1930/31学年度から 8-10歳児童の全員義務初等教育をすべての地域で実施し， 11歳児の

初等教育の義務化は翌 1931/32学年度に引き続き拡大することとし，工業都市，工場地域，労

働者居住亙では 7年制の全員教育を実施することを定めた。

党決定はまた，教師の要員については r教員のマルクス・レーニン的な訓練」と「教員層内

のコムニストと労f勤者の中核の強化」を掲げつつ，コムソモール中央委に対して，向こう 3年
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間毎年 2万人以上の開盟員そ義務教育分野の教職と教員養成機関充足のために「動員体制を

とって」派遣するよう提起した。

全党組織に対しては「全員義務初等教育を当障する全期間で最重要の政治カンパニヤと見な

すよう」要求した(36)。

第 2節 義務教育実施の法制化と地方財源の動員

この党決定の初等教育義務化の路線は，ただちに，ロシア共和留の「全員義務教育の施行

(BBeJleHHe)についてJ (全ロシア中執・人民委員会議 1930.8.10決定)として法律化された(37)。

この法律の条文の主な点を見ておくことにする。

「第S条:子供を学校へ遺る義務は，親と子供を扶養するすべての市民。浮浪児と弧児の学習

の配慮は地方機関に義務J • 

「第6条第5条に規定された者と施設は全学習日に子供を学校へやらねばならないJ • 

「第7条:子供を学校にやることの拒否に対しては，第 S条に規定された者と施設は，規定さ

れた行政手続きによる責任を負う J • 

「第 11条:全員教育の財政活動に社会団体資金の参加 I文化ヘクタール」・築関耕作からの

収益の振り向けなどによる勤労大衆の参加J • 

「第 13条:学校用地の確保。接収した地主とクラークの屋敷の転用J • 

「第 15条:必要な教翻要員の確保

a)教育大学と師範テブニクムの施設構と定員の拡大，特設教員養成所の開設。

b)専門の外で働いている教員の教職復J席。

c) 7年制学校， 9年制学校の卒業者で失業中の者のために短期教員養成所を設聾する。労

働人民委員部の失業対策資金も利用。

d) ごく必要な場合は師範テブニクムの繰り上げ卒業を行う J • 

「第四条:貧農と極貧カテゴリーの労働者・勤務員の子供の就学機会の保揮のため，無料の

本，文湾具，食品を特別枠で確保するJ • 

「第 20条:小学校の活動の質を引き上げるため年間授業日数を 225日と定めるJ • 

「第 21条 I生徒の同一学年滞留(落第)を完全になくすために，補習授業，入学前の準備

教育を組織する。上級生徒，ピオネール需品織，親の活動分子，師範テフニクム学生の協力も得

るJ • 

「第27条:実現状況を 3カ月ごとに実務報告として地域新聞に発表すること」。

これらの法に基づき， 8丹 23日，ロシア人民委員会議がその下にロシア共和国レベルの全

員・義務・初等・教育の委員会(議長=人民委員会議議長代理D.レーベジ)を設置し，その日

のうちに，同人民委員会議からすべての自治共和国人民委員会議，地方・州・地誌執行委にあ

てた電報が「プラウ夕、」紙上に発表され，ここで，全員教育実施委員会を 3日間で組織するこ

と，村ソビエトと地E互に全権担当者を置くこと，全員教育の支援のために活動家を派遣するこ

と，新学年度の準備のため必要な措置をとること，を提起するという迅速な行動に出たのであっ

た(38)。

なお，この 10月に公布された，内務人民委員部と司法人民委員部が作成した「全員義務初等
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教育の実施に関する義務的決定のひな型)3何3

7条に基づき就学f祖g否者に警告，罰金，強制労働の形で行政責任を問う。」とうたった(叫。

7月の党中央委決定の方針は，連邦レベルにおいて，さらに， 8月 14日付の連邦政府決定:

「全員義務初等教育についてJ (ソ連中執・人民委員会議合同決定)という法的手続きによって

補足された(4九

政府決定は，ソ連全土で 1930/31学年度より 4年課程規模の小学校において 8，9， 10歳児

の全員義務教育を実施する(第 1条)，普通学校の前期4年を終えていない， 11 15歳の児童に

も就学義務を規定し(第 2条)，都市以外の地の諸困難を考慮して r文化の遅れた共和国や僻

遠の地域では規定より遅れる(1， 2年を越えない。)ことを認めるJ (第5条)。義務の概念に

関しては，決定は「施行された義務教育の対象とする子供を就学させる義務は，子供の親及び、

子供を後克する者と施設に課せられる。この義務の不躍行に対して連邦共和国の法的な手続き

により責任が定められるJ (第 6条)と規定した。

義務学校制度の整備に関する「すべての実践的な措置安行う責任は，市，集落 (nOCeJIKOBble]

及び村のソビエト並びに地区執行委員会に課せられ」た(第 7条)。

また，資金の調達に関しては，決定は r連邦予算からの特別助成金，!lOTa民間」を増額される

とうたったが，同時に r経済団体，労組，協同組合，その他社会団体が参加しなければならな

い」こと r社会主義競争に基づく広範な勤労者大衆の自主活動(特別積立，文化資金用地の集

盟耕作からの収入，シェフ〔支援活動〕の援助，無償労働参加その地)が取り入れられなけれ

ばならなしりことを規定した(第8条)。

だが実際には，義務的学校の実現に関する連邦政府と共和国政府の支出は僅かなものであり，

地方における各種の調達が圧倒的であった。 1932年で全員教育の学校のための支出全体のうち

99.5%は地方財源に依存していたという試算がある{叫。また， 1920年代にすでに経験ずみの地

方債や住民の「自己課税J という手段も調達に一定の比重を占めたのであった。

ちなみに，このような近代的な一斉義務教育の実施は，財政面のみならず，編成においても，

「近代的，客観的J な基準の明示を必要とする。そこで，そのうち生徒の編成・判定，教員への

技術支援などに関しては， 1928年以来公的に動員されてきた児童学が，この 1930年 7 8月，

改めてその可能性を想起されて，学校現場への普及方針に載せられることとなった。(これにつ

いて筆者は，別の論文で指橋した。「ソビエト児童学はなぜスターリンに弾圧されたのかJ W教

育史・比較教育論考~ 17号， 1994年，を参照されたい)。

第 3節 義務教育導入手法の他共和国への拡大

義務教育導入の 8月 14自の連邦政府決定のことに戻れば，これと開穣の決定がこの年ロシア

をふくむ連邦内の多数の共和国で採択された。たとえば，タジーク共和屈の場合は周年 10丹11

毘に「全員義務初等教育について」の政府決定を採択した。これは義務就学規定については連

邦決定と同一であるが，親の費任規定については，上の連邦決定の線に沿って，だが刑事費{壬

扱いとして rこの義務の不躍行はウズベク・ソビエト共和国刑法典第91条に基づく費任を伴

う」と定めるものであった(第 8条)(叫)。

第 4節各地の導入実施と農民の抵抗

これらのロシアにおける実行状況については，いくつかの地方の事例も含めて，先のコリ
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ツォーブの本が詳しく書いている。ただし，この歴史家の研究環境の政治的な制約から，およ

び，恐らく義務教育に関する「問題」認識の時代的な眼界から，コリツォーフは，党の決定が

果敢に実行されたことをもっぱら描いた。一方，ソビエト社会史の研究家シーラ・ブイツツパ

トリックは，教育人民委員部の公刊資料に基づいて，上からの義務教育導入過程における農民

の不満と抵抗に控目した。それによれば，農民は，学校ないしリクプンクト(非識字撲滅拠点)

に提供された富農の家にしばしば火をつけたり，無宗教の学校に通うのは危険だという噂をた

えず流したという。ここにはソビエト体制に対するー殻的な不満の表明と，学校に対する不満

も根底にあったに違いない。また，たくさんの村から熱い軽食の供給に対する抵抗の声が報じ

られたという。「われわれは熱い暴食は要らない。これはその分我々に税金で払わせることにな

るのだ。J と(44)。

しかし，ロシアの農民も，近代的な学校にあくまで敵対的なのではなかったはずである。そ

れを受け入れ，就学と農業の近代化とを結び付けなければ仕事の苦しみも減らないことを理解

して行ったはずである。問題は納得の道筋，合意形成の方法にあった。強制集団化と強制就学

という。

第 5鮪 就学の上昇と教員の不足

さて就学率のほうに目を転じれば，これは引き続き上昇しており，翌 1931年に入ると早くも，

指導部には「成果」について一定の自信が現れた。そこで，その就学による勉学の内実を関わ

れることになった。 1931年 2丹の「第 1回全ロシア全員教育大会」におけるクループスカヤの

報告は「学校活動の質をめざす関いそ」と題された。

この年，新学年度直前に出された党中央委決定「小学校と中学校についてJ (1931年8丹25

日付け)は，学校と「社会主義建設」の一層の結合，教科内容の体系化を要求して，実験教育

の打ち切りを宣言するものとなったが，この決定についてのクループスカヤの解説論文は，実

験教育のむち切りを批判することもなく r近年われわれは…きわめて多くの成巣を上げた。だ

が資本主義国に追い付き，追い越すためにはまだ多くのことをやらねばならない。わが国では

全員義務教育はまだ 4年制にすぎないが， ドイツ，オ…ストリア，スイス，北アメリカなどで

は8年制であるJ というものであった(叫。

この新学年度の開始の後 wィズヴ、ェスチヤ』紙は，義務教育実施の「党の麗史的な決定(1930

年 7丹)をほとんど 1年で基本的に達成したj と書いた。「過去 1年で新たに 8 11才の生徒が

300万， 11 15才の未成年が約 150万，入学してきた。…。この結果 PCφCPの学齢児の就学

率は 1930-31年度で 97.1%に，自治共和国の区域で 87.9%に達したJ と。しかし，今年度に

入り「より閤難な課題が現れている」として，-就学率」維持と教員の確保を取り上げた。これ

は「西部チHとイワーノヴォチ1'1では前年より就学率が落ちてる(各々86.8%，92.8%に)Jと特に

名指しており，この「政治カンパニヤJの命令的な性格をうかがわせた。教員確保については，

「昨年は 6万人以上を確保する必要があったが，実擦は 2 3カ丹の間でよかったし，この課題

は遂行されたおしかし「今年は，すべての地方機関が…必要な条件を求めるなら，われわれは

1万 8千の教員不足を見るj と指摘した(凶4柑州6的}

この教員の人員調達の商でで、は， 1929年の段階ですでに，-全員教育」を実施するには必要な教

師要員がまだ半分しか居ないと試算されていたほど，客観的な条件は有していなかった{判。

このため，党中央委は，この間， 1931年 2月に，教師要員の養成と再養成の必要を指摘し，
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全ソ・コムソモーノレ中央委に対して 1931/32学年度中にコムソモール員 5万人を教職に追加動

員するよう提起していた (21.II. 1931 r全員初等教育の経過についてJ (党中央委決定)) (叫。

学校教師は，とくに農村地域では，農業集部化のカンパニヤの拠点、とされたソビエト学校と農

業住民との板挟みとなり，農民の側からのテロルに遭うケースが 1929年以時しばしば見られ

た。このため党は「堅固」なコムソモール員を動員する方法にたよったのである。

1930年7月の党決定の妥当性の危うさ，あるいは主意主義のほどが察せられるのであった。

第 4章学校の急速な普及と F定着」軍曹 (1932.12)

こうしながらも 1932年には「学校の民衆的定着」が指摘されるに主った。

1932年末，全ロシア中執・幹部会は r子どもを勉強に取り込む事業と学校の立て直し

において，党中央委の指令に基づき，著しい成果が得られた」と評価し， r 8 11歳児のための

初等全員教育が至るところ一斉に，なかんづくすべての自治共和由・自治州(極北の一部地毘

を除けば)で，実施されていること，工業都市，工場地区，労働者居住区で 12-15歳児のため

の7年制が実施されていること，及び学校の民衆的定着 (MaCCOBa月間peHH3aUH刃)Jを指摘した

(20. XII. 1932.決議 r1931/32学年度の全員教育(ブセオブゥチ)の総括J)(叫。

この途上で，ボリシェヴィキ政府は， 1928-29年には草案を新聞紙上に公表して大衆討議を

呼びかけながらも制定には至らなかった，学校基本法を制定した。これが「ソビエト・ポリテ

ブニズム学校規程(YCTaB)J(ロシア人員委員会議承認 19.IX. 1933.)であった。この規程は，

総則において，教育民的をボリシェヴィキ党綱領から丸ごと抜粋し(第 1条)，宗教と教育の分

離の原則による従来の規定からさらに踏み込んで，反宗教教育を学校の任務と定め(第 13条)， 

規律の強化を重要な学校目的とし，そこでコムソモール，ピオネールとの協力関係を強くうた

い(第 8，11， 14条)，学校長の職務を詳細に展開，規定する形で学校の教育活動を説明する法

律であった(問。

しかし，この規程は，学校教育の基本法でありながら，教予ぎの義務性を規定しなかった。ボ

リシェヴィキは，義務学校を地域における社会対立の激しい状況に立ち向かわせることをため

らったのではあるまいか。

ボリシェヴィキは，学校体系については，この規程にいう 4+ 3十 3のロシアの体系を，ソ

連全体に援用・適用することにした(15.V. 1934. ソ連邦における小学校・中学校の構造につ

いて:ソ連邦人民委員会議・党中央委合同決定)が，ソ連全土における初等・不完全HeIlOJlHa51

中等・中等の普通学校を 3類型に統ーした(5九

こうして第 17由党大会(1934.1.26-2 .10)は，全国で4年制全員義務教育が，都市部では

7年制教育が，それぞれ実現されたと宣言した。党番記長スタ}リンは r国の文化的発展につ

いていえば，報告期聞に，われわれは， a) ソ連全土における全員・義務・初等教育の施行

(BBe，lleHHe)，… b)…諸学校就学者の数の 1929年から 1933年にかけての増加…，初等教育では

1，169万 7千人から 1，916万 3千人への増加…という成果をあげた。」と報告した。附

終わりに

ソビエト義務教育体制は，上のような実現宣言の以後も体制整備につとめなければならな

かった。教員の量的な確保と「質」の確保は，この後もかなり長年，努力をつづけなければな

らなかった。
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義務教育の教育内容の系統化と評価の基準化は，このあと，党の体制確立によって確立して

行く。

党中央委員会は 1935年春，中央委の機構として党宣伝・扇動部，印刷・出版部，文化・啓蒙

活動部，学術及び科学技術発明・発見部とともに学校部 (OT，lleJl WKOJl)を新設する(53)。このよ

うな党機構の整備を受けて，この年の秋，ソ連邦人民委員会議と党中央委が合間決定「小学校・

不完全中学校・中学校の学習活動の組織と内部秩序についてJ (9月 3日)を下した。決定は，

ソ連全土の学校について，その年間授業日数，授業時間，入学手続き等を詳細に規定し，成績

の5段階評価(1.たいへん悪い 2.悪い， 3.普通 4.良い 5.優秀)，生徒手続，制

服の導入，等の方針を打ち出し r全連邦の学校に義務となる，生徒の学業成績の評価基準を構

成共和国教育人民委員部の参加を得て作成することを党中央委・学校部に委」ねた(刊。

ソビエト義務教育制度は，こうして連邦的，国家的単一統制の仕組みを得たのである。

小考の最後に，以上検討してきたところから rソビエト義務教育」の形成における特質とし

て結論できるところを挙げておきたい。

。「ソビエト義務教育」は，人間の学ぶ権利を保醸するための閏・自治体等の共同体の義務とい

う論理(コンドルセなどに見られる近代古典期の理念)によるものではなく，国の指導エリー

トの発動になるく上からの〉近代化(=工業化)のために，子供をもっ親に課した義務という

論理のものであった。

。後進国状態からの脱出という要求，意識をパネとして急速な「実現J がめざされた。これは

世界史的な環境の成せるところと解するべきであろう。

。上からのキャンペーン，動員のスタイル，強い指導力をもってなされた。中間行政機関にお

ける上からの指令の機械的な適用など，官僚主義的な指導スタイルがすでに生まれていた。

。労働者・「農民」に物的な援助を施して学校に引き込む方式が取られた。

。義務教育の実現をめぐり，社会の諾階級・階属を反映した要求運動というものが晃られなかっ

た。これらの特繋は学校教育の主体という観念においても，臨家への依存的な意識を生んで行

く原因のーっとなるに違いなかった。

。ロシアで実施した方式を他の民族地域に押しひろげるあり方が見られた。

以上である。
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